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必
要
な
も
の
　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　
・
印
鑑

対
象

・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る

方
で
、
有
田
市
に
住

民
登
録
が
あ
る
方
。

・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
滞
納
が
な
い

方
。

・
今
年
度
に
特
定
健
診

及
び
和
歌
山
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連

合
が
実
施
す
る
健
康

診
査
を
受
診
し
て
い

な
い
方
。

注
意
事
項

・
前
年
度
に
脳
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
ら
れ
た

方
は
、
今
年
度
は
脳
ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
脳
外
科
で
診
療
を
受
け
て
い
る
方
、
体
内
に

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
や
金
属
を
入
れ
て
い
る
方

は
脳
ド
ッ
ク
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
を
締
め
切
り
ま
す
。

　
　
　
　
健
康
課
　
℡
22
ー
３
５
１
２

■
令
和
元
年
度
年
金
額

　
公
的
年
金
の
年
金
額
は
今
年
度
、
次
の
と
お

り
で
す
。

◎
老
齢
基
礎
年
金
（
満
額
支
給
の
場
合
）、

　
遺
族
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
２
級

７
８
０
，
１
０
０
円

◎
障
害
基
礎
年
金
１
級

９
７
５
，
１
２
５
円

■
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
が
死
亡
さ
れ
た

　と
き

○
未
支
給
年
金
の
請
求
に
つ
い
て

　
年
金
は
死
亡
し
た
月
分
ま
で
支
払
わ
れ
ま

す
。
死
亡
し
た
方
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
年
金
が

あ
る
と
き
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
遺
族
の

方
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

添
付
書
類
等

①
年
金
証
書（
亡
失
の
場
合
添
付
で
き
な
い
理
由
）

②
死
亡
の
事
実
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
。

　
請
求
者
の
住
民
票
・
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
等

③
そ
の
他
認
め
印
・
請
求
者
の
預
金
通
帳（
現
物
）

④
世
帯
が
別
の
時
は
生
計
同
一
証
明

　
　

■
死
亡
一
時
金
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険

料
を
納
め
た
月
数
が
36
月
以
上
あ
る
被
保
険
者

が
、
老
齢
・
障
害
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
も
受
け

な
い
ま
ま
死
亡
し
た
と
き
、
死
亡
者
と
生
計
を

同
一
に
し
て
い
た
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
の
方
の
死
亡
に
よ
り
遺
族
基
礎

年
金
を
受
け
ら
れ
る
遺
族
が
い
る
場
合
に
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
死
亡
一
時
金
の
額
は
、
保
険
料
を
納
め
た
月

数
に
応
じ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
。（
12
万
円
〜

32
万
円
）
な
お
、
付
加
保
険
料
を
納
め
た
期
間

が
36
月
以
上
あ
る
場
合
は
、
さ
ら
に
８
，
５
０

０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

※

死
亡
か
ら
２
年
経
過
す
る
と
、
請
求
が
時
効

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
和
歌
山
西
年
金
事
務
所

℡
０
７
３
ー
４
４
７
ー
１
６
６
０

　
　
健
康
課
　
℡
22
ー
３
５
０
４

問

国
民
年
金
に
つ
い
て

※

す
べ
て
無
料
で
す
。

■
特
定
健
診

対
象
者
　
40
〜
74
歳
の
国
保
加
入
者

内
容
　
問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

■
が
ん
検
診

対
象
者
　
が
ん
検
診
受
診
券
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※

が
ん
検
診
受
診
券
は
、
対
象
の
方
に
４
月
末

頃
発
送
し
て
い
ま
す
。

検
診
種
別
　
胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
胸
部
・
乳

が
ん
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

　
　
健
康
課
　
℡
22
ー
３
５
１
２

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82
ー
３
２
２
３

受
付
期
間
　
７
月
１
日（
月
）〜
10
月
31
日（
木
）

受
診
期
間
　
７
月
〜
令
和
２
年
２
月
末
日

問
あ
な
た
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
！

　
　
　
　
　
　
　 

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
　
　
　
　
　
　 

１
日
ド
ッ
ク
助
成
制
度

申
・
問

お
し
ら
せ

Arida Information
～有田市からのおしらせ～

人口・世帯数
【令和元年5月 1日現在】

人口27,946人（前月比-42人）
男　13,291人　女　14,655人
世帯数　11,738戸

　
市
県
民
税
・
普
通
徴
収
（
１
期
）

　
　
納
期
限
は
７
月
１
日（
月
）で
す
。

実施日 健診場所 申込締切日

辰ケ浜ふれあい
センター

山地コミュニティ
センター

７月 3 日（水）

７月11日（木）

７月25日（木）

７月30日（火）

６月20日（木）

６月27日（木）

７月10日（水）

７月17日（水）

糸我公民館

福祉館なごみ

受付時間　８時～９時
※事前に予約が必要です。
　電話にてお申込みください。

自己負担額
6,000円

6,000円

10,000円

8,600円

受診機関
有田市立病院

桜ヶ丘病院

有田市立病院

国保日高総合病院

検診名

人間ドック

脳 ド ッ ク

令
和
元
年
春
の
叙
勲
・

第
32
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

　
　
　
　
　
　
　
　
　受
章
者

本
市
か
ら
次
の
方
々
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

瑞
宝
単
光
章
（
消
防
功
労
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
嶋 

　
勳
　
氏

瑞
宝
単
光
章
（
消
防
功
労
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林 

昇
一
　
氏

瑞
宝
双
光
章
（
警
察
功
労
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本 

政
美
　
氏

瑞
宝
単
光
章
（
消
防
功
労
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
井 

利
寛
　
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

〈
五
十
音
順
〉

か
わ
し
ま

い
さ
お

こ
ば
や
し
し
ょ
う
い
ち

ま
つ
も
と

ま
さ

み

み
や

い

と
し
ひ
ろ
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現
在
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
毎
年
６

月
に
『
現
況
届
』
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
養
育
の
状
況
な
ど
、
手
当
を
引

き
続
き
受
け
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
た
め
の
大
切
な
手
続
き
で
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
の
提
出

が
な
け
れ
ば
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
額

　
中
学
校
卒
業
ま

で
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
下

記
の
児
童
手
当
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

※

第
３
子
以
降
と

は
高
校
卒
業
ま

で
（
18
歳
の
誕

生
日
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま

で
）
の
養
育
し

て
い
る
児
童
の
う
ち
、
３
番
目
以
降
を
い
い

ま
す
。

　
所
得
制
限
限
度
額
（
左
記
参
照
）
以
上
の
方

に
つ
い
て
は
、
児
童
１
人
あ
た
り
の
支
給
額
が

月
額
５
，
０
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

※

１
名
増
加
す
る
ご
と
に
限
度
額
に
38
万
円
加
算

※

扶
養
者
に
老
人
扶
養
の
人
数
を
含
む
場
合
は
、

１
名
に
つ
き
６
万
円
加
算

　
　
福
祉
課
　
℡
22
ー
３
５
２
４

そ
の
費
用
の
２
分
の
１
（
上
限
20
万
円
）
に
つ

い
て
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
経
営
企
画
課
　
℡
22
ー
３
７
３
１

　
市
で
は
、
市
政
に
関
す
る
情
報
を
広
く
公
開

し
、
市
民
の
皆
様
に
行
政
に
つ
い
て
説
明
す
る

責
任
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
開
か
れ
た
市
政

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
情
報
公
開
条

例
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
状
況

に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

期
間
　

　
平
成
30
年
４
月
１
日
〜
平
成
31
年
３
月
31
日

請
求
先
及
び
件
数

　
総
務
課
　
２
件
、
経
営
企
画
課
　
１
件

　
建
設
課
　
１
件
、
防
災
安
全
課
　
１
件

請
求
に
対
す
る
公
文
書
の
公
開
状
況

　 

公
開
　
５
件
（
予
定
を
含
む
）

　
　
総
務
課
　
℡
22
ー
３
７
４
５

　　
教
育
委
員
会
で
は
、
各
種
ス
ポ
ー
ツ
の
国
際

大
会
や
全
国
大
会
等
に
出
場
す
る
選
手
（
市
内

在
住
・
高
校
生
以
下
）
を
激
励
し
、
奨
励
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　
全
国
大
会
等
へ
の
出
場
が
決
定
し
、
出
場
申

込
が
完
了
次
第
、
出
来
る
だ
け
早
く
関
連
書
類

を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
　
　
　
生
涯
学
習
課
　
℡
22
ー
３
７
６
５

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を
さ
れ
た
方
で
、

お
渡
し
が
可
能
と
な
っ
た
方
に
対
し
て
、
交
付

通
知
書
（
は
が
き
）
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
交

付
通
知
書
が
届
い
た
方
は
、
市
民
課
窓
口
で
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
受
取
が
で
き
ま
す
。

　
開
庁
時
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
の

た
め
に
、
次
の
日
程
で
市
役
所
を
開
庁
し
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
　
６
月
30
日
（
日
）
８
時
30
分
〜
正
午

持
参
す
る
も
の

　
①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

　
②
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド

　
③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の
み
）

　
④
本
人
確
認
書
類

●
顔
写
真
付
き
の
証
明
書
１
点
（
例‥

運
転
免

許
証
・
障
害
者
手
帳
・
在
留
カ
ー
ド
等
）

●
顔
写
真
付
き
の
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い
場

合
は
、
顔
写
真
が
付
い
て
い
な
い
証
明
書
２

点
（
例‥

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
・
介
護

保
険
の
被
保
険
者
証
・
各
種
年
金
証
書
・
社

員
証
・
学
生
証
等
）

※

15
歳
未
満
の
方
の
受
取
時
は
、
本
人
と
法
定

代
理
人
の
来
庁
及
び
本
人
確
認
書
類
の
持
参

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※

ご
不
在
等
の
た
め
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
方
の
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
に
つ

い
て
も
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
取
と
同
じ

日
時
で
、
休
日
の
受
取
が
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

当
日
は
住
所
の
変
更
手
続
き
や
証
明
書
等
の

発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
　
市
民
課
　
℡
22
ー
３
５
６
１

　
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

軽
減
措
置
が
変
更
さ
れ
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

〇
世
帯
の
所
得
が
低
い
方
に
対
し
て
は
均
等
割

額
が
軽
減
さ
れ
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

均
等
割
額
の
軽
減
措
置
が
左
記
表
の
と
お
り

変
更
さ
れ
ま
す
。

〇
均
等
割
額
の
５
割
軽
減
、
２
割
軽
減
の
対
象

が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

※

保
険
料
は
、
被

保
険
者
が
等
し

く
負
担
す
る
均

等
割
額（
４
５
，

８
１
２
円
）
と

被
保
険
者
の
所

得
に
応
じ
て
決

ま
る
所
得
割
額

（
８
．
８
０
％
）

の
合
計
額
で
す
。

※

令
和
元
年
度
保
険
料
額
の
通
知
は
、
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
　
健
康
課
　
℡
22
ー
３
５
０
６

　
　
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

℡
０
７
３
ー
４
２
８
ー
６
６
８
８

　
市
内
で
三
世
代
が
定
住

す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た

め
、
こ
ど
も
世
帯
が
市
内

の
親
世
帯
と
同
居
ま
た
は

近
居
す
る
た
め
に
市
内
で

住
宅
を
取
得
す
る
場
合
、

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

　
　

  

保
険
料
軽
減
措
置
が
変
更
さ
れ
ま
す

三
世
代
定
住
等
支
援
事
業

情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公
文
書
の
公
開
状
況

個
人
番
号
カ
ー
ド
受
取
の
た
め
の
休
日
開
庁

問

問
全
国
大
会
等
出
場
奨
励
金
制
度

問

問

問

児童手当の額
（１人当たり月額）
一律１５，０００円
１０，０００円
（第３子以降は
１５，０００円）
一律１０，０００円

児童の年齢

３歳未満

３歳以上
小学校修了前

中学校

人
０

円
万
２
２
６

人
１

円
万
０
６
６

人
２

円
万
８
９
６

人
３

円
万
６
３
７

扶
養
親
族
の
数

所
得
額

元被扶養者
均等割軽減

５割軽減

５割軽減
（資格取得後
２年間）

低所得者
均等割軽減

９割軽減

８割軽減

年度

平成30年度

令和元年度

申
・
問


